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法学研究63巻7号（’90：7〉

特
別
記
事

茜
　
鍾
徳
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
茜
鍾
徳
（
イ
ェ
・
チ
ョ
ン
・
ト
ク
）
君
が
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し

た
「
目
・
韓
に
お
け
る
水
法
の
比
較
研
究
ー
公
法
的
側
面
の
検
討
を
中

心
に
ー
」
の
内
容
構
成
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
．

第
一
章
　
は
じ
あ
に

　
第
一
節
研
究
の
目
的

　
第
二
節
研
究
の
範
囲
と
方
法

　
第
三
節
水
資
源
と
法
制

　
　
一
、
水
法
の
意
義
と
対
象

　
　
　
e
　
水
法
の
意
義

　
　
　
の
　
水
法
の
対
象

　
　
二
、
水
法
の
地
位
と
特
色

　
　
　
e
　
公
法
と
し
て
の
地
位
と
特
色

　
　
　
口
　
公
共
用
物
と
し
て
の
地
位
と
特
色

第
二
章
　
水
法
の
変
遷
過
程

　
第
一
節
目
本
の
水
法

　
　
一
験
明
治
以
前
時
代

　
　
二
、
明
治
時
代

　
　
三
、
大
正
・
昭
和
時
代

　
　
四
、
第
二
次
大
戦
終
戦
後
時
代

第
二
節
韓
国
の
水
法

　
　
一
、
三
国
及
び
高
麗
時
代

　
　
二
、
朝
鮮
朝
時
代

　
　
三
、
植
民
地
時
代

　
　
四
、
第
二
次
大
戦
終
戦
後
時
代

第
三
章
　
水
法
の
構
造
と
内
容

　
第
一
節
日
本
水
法
の
構
造
と
内
容

　
　
一
、
序

　
　
二
．
公
水
管
理
法
制

　
　
　
e
　
公
水
及
び
公
水
管
理
の
意
義

　
　
　
⇔
　
公
水
管
理
の
対
象

　
　
　
㊧
　
公
水
管
理
者

　
　
　
㊨
　
公
水
管
理
の
内
容

　
　
三
、
治
水
法
制

　
　
　
e
狭
義
の
治
水
法

　
　
　
⇔
　
水
災
防
禦
法

　
　
　
㊧
　
水
災
復
旧
法

　
　
四
、
利
水
法
制

　
　
　
e
　
公
水
利
用
法
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　　　　　　　　第
　三　　　　 二一二　　 六　　　　　　　　　五
（→’四㊧⇔←）”節⇔e’σ9“⇒丙㈲㊨㊧⇔（→’㊤⇔

　
公
水
事
業
法

　
水
資
源
開
発
法

水
環
境
保
全
法
制

　
概
説

　
河
川
法

　
水
質
法
（
水
保
全
二
法
）

　
公
害
対
策
基
本
法

　
水
質
汚
濁
防
止
法

　
瀬
戸
内
海
環
境
特
別
措
置
法

　
そ
の
他
の
水
環
境
法
制

　
水
環
境
保
全
法
制
の
課
題
と
問
題
点

そ
の
他
水
関
連
法
制

　
地
下
水
法

　
温
泉
法
及
び
そ
の
他
の
法
律

　
韓
国
の
水
法
の
構
造
と
内
容

序公
水
管
理
法
制

　
公
水
管
理
の
意
義
と
対
象

　
公
水
管
理
者

　
公
水
管
理
の
内
容

　
公
水
管
理
に
関
す
る
費
用

治
水
法
制

　
狭
義
の
治
水
法

　　　　　　　第
二一第　　第第四
’隔三二一二一章　　六　　　　　五　　　四
治利節”節節　（⇒e’㈲㊨㊧⇔（→’㊧⇔e’㊧⇔

水
災
防
災
法

　
水
災
復
旧
法

利
水
法
制

　
公
水
利
用
法

　
公
水
事
業
法

　
水
資
源
開
発
促
進
法

水
環
境
保
全
法
制

　
概
説

　
河
川
法

　
環
境
保
全
法

　
そ
の
他
の
水
環
境
保
全
法
制

　
水
環
境
保
全
法
制
の
問
題
点

　
そ
の
他
の
水
関
連
法
制

　
　
地
下
水
法

　
　
温
泉
法

　
水
法
と
権
利
救
済

　
　
序

　
　
私
法
上
の
権
利
救
済

　
利
水
・
治
水
面
に
お
い
て
の
権
利
救
済

　
水
環
境
保
全
面
に
お
い
て
の
権
利
救
済

　
　
公
法
上
の
権
利
救
済

利
水
面
に
お
い
て
の
権
利
救
済

治
水
面
に
お
い
て
の
権
利
救
済
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三
、
水
環
境
保
全
面
に
お
い
て
の
権
利
救
済

　
　
　
e
　
水
環
境
紛
争
処
理
制
度

　
　
　
O
　
行
政
不
服
審
査
制
度

　
　
　
㊧
　
水
環
境
行
政
訴
訟

第
五
章
　
両
国
水
法
の
差
異
点
及
び
改
善
点

　
第
一
節
公
水
管
理
法
制

　
　
一
、
統
一
水
法
と
公
水
の
範
囲

　
　
二
、
地
下
水
法

　
　
三
、
公
水
管
理
法

　
第
二
節
治
水
法
制

　
第
三
節
利
水
法
制

　
　
一
、
公
水
使
用
許
可
に
お
け
る
競
願
処
理
基
準
と
方
法

　
　
二
、
渇
水
時
の
水
の
配
分
順
位

　
　
三
、
水
利
権
の
法
的
性
格
と
内
容

　
　
四
、
水
利
権
の
調
整
問
題

　
　
五
、
水
資
源
開
発

　
第
四
節
水
環
境
保
全
法
制

　
　
一
、
韓
国
の
水
環
境
保
全
法

　
　
二
、
日
本
の
水
質
汚
濁
防
止
法

　
第
五
節
権
利
救
済
法
制

第
六
章
　
む
す
び
に
か
え
て

　
（
図
表
）
　
水
法
の
体
系
と
そ
の
内
容

　
参
考
文
献

　
茜
鍾
徳
君
は
、
韓
国
檀
国
大
学
校
法
科
大
学
教
授
で
あ
り
、
同
大
学
に

お
け
る
枢
要
な
地
位
を
歴
任
さ
れ
る
と
と
も
に
、
政
府
諸
機
関
に
も
関
与

さ
れ
て
い
る
．
同
君
は
一
九
八
二
年
春
よ
り
約
二
年
間
、
訪
問
教
授
と
し

て
慶
懸
義
塾
大
学
法
学
部
に
在
籍
さ
れ
、
日
本
の
行
政
法
を
研
究
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
頃
の
韓
国
の
経
済
発
展
情
況
よ
り
、
水
に
関
す
る
法
制
の
整

備
の
必
要
を
強
く
感
ぜ
ら
れ
、
帰
国
後
も
し
ば
し
ば
来
日
し
、
水
法
の
研

究
を
粘
り
強
く
つ
父
け
ら
れ
、
韓
国
水
法
体
系
の
樹
立
を
め
ざ
し
た
。
二

〇
〇
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
約
二
〇
〇
〇
枚
の
労
作
を
完
成
し
、
学
位

請
求
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。

　
茜
君
の
こ
の
論
文
に
お
け
る
水
は
、
河
川
・
湖
沼
等
に
お
け
る
水
な
ら

び
に
地
下
水
を
対
象
と
す
る
。
石
油
や
鉱
石
な
ど
の
資
源
は
、
採
掘
使
用

す
る
と
枯
渇
す
る
。
し
か
し
水
資
源
は
、
独
特
の
循
環
性
を
持
つ
。
す
な

わ
ち
水
は
、
貯
留
（
海
・
湖
等
）
↓
蒸
発
↓
凝
結
（
雲
）
↓
降
水
（
雨
・
雪
）

↓
浸
透
↓
地
下
貯
留
↓
流
出
（
河
川
）
↓
貯
留
（
海
・
湖
等
）
と
い
う
過

程
の
繰
り
返
し
と
い
う
循
環
性
を
持
つ
。

　
水
に
関
す
る
法
律
は
、
こ
れ
ら
循
環
過
程
の
一
断
面
を
と
ら
え
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
を
理
解
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
循
環
性
を
等

閑
視
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
水
法
を
研
究
す
る
場
合
の
基
本
姿
勢
と

し
て
、
こ
の
よ
う
な
態
度
は
正
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
．

　
つ
ぎ
に
本
論
文
の
第
一
章
は
、
こ
の
研
究
の
基
本
方
向
と
目
的
・
範

囲
・
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
研
究
の
ご
と
く
、
非
常
に
多
種
多
様
な

法
律
や
現
象
を
材
料
と
す
る
か
ぎ
り
、
明
確
に
基
本
方
向
な
り
範
囲
等
を
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定
め
な
い
と
収
拾
の
つ
か
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
論
者
は
、

人
類
生
活
に
お
い
て
不
可
決
の
有
益
な
役
割
を
果
た
す
利
水
面
に
お
け
る

法
秩
序
の
問
題
と
し
て
、
利
水
法
と
い
う
柱
を
た
て
る
。
つ
ぎ
に
水
の
も

つ
破
壊
力
か
ら
人
間
の
社
会
経
済
生
活
を
保
護
す
る
と
い
う
、
治
水
面
に

お
け
る
法
秩
序
の
問
題
と
し
て
、
治
水
法
と
い
う
柱
を
た
て
る
。
こ
の
よ

う
に
水
法
を
利
水
法
と
治
水
法
に
二
分
す
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
採
用
さ

れ
て
い
た
手
法
で
あ
る
．
し
か
し
乍
ら
、
＋
内
君
は
、
利
水
・
治
水
と
い
う

個
別
目
的
を
達
成
す
る
だ
け
に
と
ど
め
ず
、
利
水
の
高
度
化
な
ら
び
に
治

水
の
適
正
化
と
い
う
視
点
か
ら
可
能
な
か
ぎ
り
、
各
種
の
利
水
相
互
間
お

よ
び
利
水
・
治
水
相
互
間
を
体
系
的
且
つ
総
合
的
に
調
整
し
な
が
ら
、
全

体
と
し
て
の
水
資
源
を
開
発
・
利
用
・
保
全
・
規
制
す
る
「
統
一
水
法

典
」
の
構
想
を
持
つ
。
こ
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
人
び
と
の
努
力

が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
高
く
評
価
さ
る
べ
き
構
想
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
章
は
．
日
韓
両
国
の
水
法
の
歴
史
を
記
述
す
る
。
こ
こ
に
お
け
る

記
述
は
、
現
代
の
水
法
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
茜
君
は
、
法

制
史
を
専
攻
す
る
学
究
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
法
制
史
学
上
な
ん
ら
か

つ
け
加
え
ら
る
べ
ぎ
も
の
は
、
な
い
か
も
し
れ
な
い
．
し
か
し
わ
れ
わ
れ

日
本
国
の
学
究
に
と
り
、
韓
国
の
古
来
か
ら
の
水
法
史
の
要
約
は
、
極
め

て
珍
し
い
資
料
と
な
り
、
興
味
を
も
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
章
「
水
法
の
構
造
と
内
容
」
は
、
日
韓
両
国
水
法
の
検
討
で
あ
り
、

本
研
究
に
お
い
て
、
論
者
が
最
も
心
血
を
そ
そ
い
だ
部
分
で
あ
る
．
茜
君

は
、
日
本
水
法
を
先
進
の
法
制
と
し
て
と
ら
え
、
韓
国
水
関
係
諸
法
の
立

法
に
あ
た
り
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
．
こ
の
よ
う
な
外
国
人
学
者
に
対
す

る
わ
れ
わ
れ
の
期
待
は
、
わ
が
学
界
に
寄
与
す
る
学
説
の
展
開
に
先
立
ち
、

ま
ず
日
本
の
法
制
な
り
学
説
を
、
客
観
的
に
正
し
く
理
解
し
て
も
ら
う
こ

と
で
あ
る
。

　
茜
君
の
態
度
は
、
右
後
者
を
忠
実
に
守
ろ
う
と
す
る
．
し
か
し
こ
の
た

め
に
は
、
長
い
年
月
と
、
た
ゆ
み
な
き
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

　
例
え
ば
治
水
法
制
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
①
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の

平
常
的
措
置
（
狭
義
の
治
水
法
）
、
②
現
実
に
災
害
発
生
時
に
お
け
る
緊

急
措
置
（
水
災
防
禦
法
）
、
③
災
害
発
生
後
に
お
け
る
被
害
救
済
の
た
め

の
必
要
措
置
（
水
害
復
旧
法
）
の
三
つ
の
分
野
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
そ
れ

ぞ
れ
多
く
の
法
律
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
各
法
律
を
熟
読
し
た
上
、

そ
の
制
度
目
的
、
運
用
等
に
つ
い
て
要
約
が
記
さ
れ
て
い
る
．
た
だ
こ
の

分
野
は
、
科
学
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
暴
風
そ
の
他
自
然
現
象
に
も
と
づ

く
水
災
は
次
第
に
克
服
さ
れ
、
こ
れ
に
代
る
人
工
的
悪
水
（
工
業
・
農

業
等
に
と
も
な
う
）
の
克
服
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

　
つ
ぎ
に
利
水
法
制
で
あ
る
が
、
こ
の
分
野
は
、
今
後
の
最
重
要
研
究
分

野
で
あ
る
．

　
茜
君
は
、
ま
ず
公
水
利
用
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
法
的
性
質
を
検
討

す
る
。
そ
し
て
河
川
法
上
、
流
水
占
用
許
可
に
よ
り
、
同
法
上
の
水
利
権

が
生
ず
る
と
理
解
す
る
．
こ
の
水
利
権
は
、
旧
河
川
法
（
明
治
二
九
年
）

施
行
以
前
の
取
水
者
に
与
え
ら
れ
た
慣
行
水
利
権
と
、
同
法
以
降
の
法
律

に
よ
り
与
え
ら
れ
た
許
可
水
利
権
に
二
分
す
る
。
そ
し
て
多
く
の
場
合
、

農
業
水
利
権
が
慣
行
水
利
権
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
利
用
調
整
が
、
か
つ

て
の
中
心
的
問
題
で
あ
っ
た
．
し
か
し
そ
の
後
、
工
菜
用
水
利
権
、
発
電
、
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生
活
用
水
（
水
道
等
）
が
加
わ
っ
て
き
た
．
論
者
は
、
こ
れ
ら
利
水
間
の

調
整
を

　
e
　
既
存
農
業
用
水
と
新
規
都
市
用
水
間
の
調
整

　
⇔
　
発
電
用
水
と
農
工
業
用
水
間
の
調
整

　
㊧
　
河
川
維
持
用
水
と
農
工
業
用
水
間
の
調
整

　
⑳
　
治
水
と
利
水
間
の
調
整

に
分
け
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
そ
の
検
討
は
、
わ
が
国
の
学
説
や
判
例
を

詳
細
か
つ
具
体
的
に
引
用
し
て
い
る
．

　
つ
ぎ
に
右
の
ご
と
き
水
需
要
の
多
様
化
に
応
ず
る
た
め
、
各
種
事
業

（
例
　
上
水
道
・
下
水
道
・
工
業
用
水
道
・
灌
概
事
業
等
）
と
し
て
、
水

を
管
理
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
か
か
る
公
水
事
業
は
、

行
政
法
学
上
の
公
企
業
に
あ
た
る
と
し
、
公
企
業
理
論
に
も
と
づ
い
た
、

主
体
・
成
立
・
運
営
・
監
督
に
つ
き
問
題
点
を
提
示
す
る
。

　
本
論
文
は
、
日
本
の
水
法
の
構
造
等
を
の
べ
た
後
、
韓
国
水
法
の
構
造

と
内
容
に
移
る
。

　
日
本
法
と
異
り
、
韓
国
の
場
合
，
第
二
次
大
戦
と
六
・
二
五
動
乱
に
よ

り
も
た
ら
さ
れ
た
廃
壇
か
ら
、
全
国
土
を
復
興
さ
せ
る
た
め
、
国
土
開
発

と
経
済
成
長
と
い
う
国
家
政
策
を
強
力
に
展
開
す
る
た
め
、
国
家
の
天
然

資
源
を
国
家
が
直
接
管
理
す
る
こ
と
が
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
憲
法
一
二
〇
条
①
鉱
物
そ
の
他
重
要
地
下
資
源
・
水
産
資
源
・
水
力
と

経
済
上
利
用
で
き
る
自
然
力
は
法
律
に
定
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
一

定
期
間
そ
の
採
取
・
開
発
ま
た
は
利
用
を
特
許
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
②
国
土
と
資
源
は
国
家
の
保
護
を
う
け
る
．
国
家
は
そ
の
均
衡
の
あ
る

開
発
と
利
用
の
た
め
に
必
要
な
計
画
を
樹
立
す
る
。

　
こ
の
憲
法
の
規
定
が
、
韓
国
水
法
の
基
礎
と
な
る
、
す
な
わ
ち
自
然
資

源
の
国
有
化
原
則
が
憲
法
自
体
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
採
取
・
開
発
ま
た
は

利
用
の
場
合
に
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
法
律
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
基
本
構
造

を
採
用
す
る
。

　
茜
君
に
よ
る
と
、
韓
国
で
は
、
植
民
統
治
時
代
ま
た
は
、
そ
の
時
代
以

降
に
は
じ
め
て
公
水
管
理
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
に
い
た
っ
た
た
め
、

水
法
の
歴
史
は
大
変
短
く
、
日
本
水
法
に
較
べ
、
精
巧
・
緻
密
で
は
な
い

が
、
公
水
管
理
に
関
す
る
法
律
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
日
本
の

場
合
に
準
じ
、
公
水
管
理
法
制
、
治
水
法
制
、
利
水
法
制
、
水
環
境
保
全

法
制
そ
の
他
水
関
連
法
制
に
分
け
、
そ
の
体
制
と
内
容
お
よ
び
間
題
点
の

分
析
・
検
討
を
お
こ
な
う
。

　
韓
国
は
古
く
か
ら
水
稲
農
業
を
根
幹
と
す
る
農
業
国
家
で
あ
り
・
す
べ

て
の
社
会
経
済
秩
序
は
、
農
業
を
中
心
と
し
て
形
成
・
発
展
し
て
き
た
。

特
に
水
稲
農
業
は
、
水
の
需
要
が
一
時
多
量
（
農
業
用
水
概
灌
期
）
、
ま

た
多
数
人
（
農
民
）
に
同
時
発
生
す
る
た
め
、
我
田
引
水
的
傾
向
に
も
と

づ
く
水
紛
争
が
先
鋭
化
す
る
。
ま
た
水
利
権
を
め
ぐ
り
、
古
代
よ
り
独
特

の
慣
行
が
存
在
し
た
．
そ
れ
ら
に
つ
ぎ
簡
単
で
は
あ
る
が
、
三
国
時
代
、

高
麗
お
よ
び
朝
鮮
時
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
興
味
あ
る
記
述
が
な

さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
韓
国
に
お
け
る
水
法
の
記
述
は
、
日
本
法
に
較
べ
簡
略
化
さ
れ
て

お
り
、
韓
国
に
対
し
外
国
人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
り
、
必
ず
し
も
十
分

に
理
解
し
が
た
い
部
分
も
あ
る
．
換
言
す
れ
ば
韓
国
学
者
に
と
り
容
易
に
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知
り
う
る
法
条
の
引
用
、
文
献
引
用
が
簡
素
化
さ
れ
る
．
こ
の
辺
が
外
国

人
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

あ
る
い
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
四
章
「
水
法
と
権
利
救
済
」
と
し
て
、
水
に
関
す
る
紛
争
の
事
後
的

救
済
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
．
こ
こ
に
お
い
て
、
e
利
水
面
に
お
い
て
の

権
利
救
済
、
O
治
水
面
に
お
い
て
の
権
利
救
済
、
9
水
環
境
保
全
面
に
お

い
て
の
権
利
救
済
の
三
部
に
分
け
、
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
が
．
㊧
に
最

も
多
く
の
頁
が
割
当
て
ら
れ
て
い
る
．
⇔
は
さ
ら
に
、
①
水
環
境
紛
争
処

理
制
度
、
②
行
政
不
服
審
査
制
度
、
③
水
環
境
行
政
訴
訟
に
分
け
ら
れ
、

そ
れ
ら
の
制
度
解
説
的
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
．
現
在
の
日
本
に
お
け
る

行
政
訴
訟
は
、
か
な
り
精
密
な
議
論
展
開
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

す
べ
て
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
は
、
外
国
の
研
究
者
に
と
り
不
可
能
な
こ
と

で
あ
ろ
う
．
し
た
が
っ
て
日
本
の
制
度
の
紹
介
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
、
や

む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
章
「
両
国
水
法
の
差
異
点
及
び
改
善
点
」
に
お
い
て
、
茜
君
は
極

め
て
客
観
的
冷
静
に
、
韓
国
法
制
の
日
本
法
制
に
似
て
い
る
部
分
、
韓
国

法
制
の
不
備
の
部
分
を
指
摘
す
る
。
韓
国
法
制
が
、
韓
国
独
自
の
法
と
し

て
出
発
し
た
の
は
、
一
九
四
五
年
以
降
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
日
本
法
制

に
較
べ
れ
ば
、
未
制
定
分
野
の
散
見
さ
れ
る
の
は
已
む
を
え
な
い
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
多
分
、
将
来
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
目
本
で
問
題

に
な
っ
て
い
る
地
下
水
の
急
激
な
減
少
よ
り
お
こ
る
地
盤
沈
下
等
の
現
象

は
、
韓
国
に
お
い
て
未
だ
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
．
し
た
が
っ
て

韓
国
に
は
、
地
下
水
規
制
法
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
＋
内
君
は
、
日
本
の

「
工
業
用
水
法
」
「
建
築
物
用
地
下
水
の
採
取
の
規
制
に
園
す
る
法
律
（
ビ

ル
用
水
法
）
」
の
検
討
も
怠
ら
な
い
．

「
韓
国
の
水
法
は
、
…
…
日
本
の
そ
れ
を
模
倣
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
」
と

い
う
事
実
を
率
直
に
み
と
め
た
上
、
「
韓
国
水
法
の
構
造
的
改
善
と
、
独

自
的
な
水
法
を
体
系
化
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
、
先
進
化
さ
れ
て
い

る
、
日
本
の
水
法
を
導
入
し
て
、
制
度
的
定
着
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
．
消
極
的
な
日
本
法
の
模
倣
で
な
く
、
青
は
藍
よ
り
出
で
て

藍
よ
り
青
し
を
め
ざ
す
、
韓
国
学
究
の
気
概
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
以
上
が
茜
君
の
提
出
論
文
の
概
要
で
あ
る
。
同
君
も
述
べ
て
い
る
ご
と

く
、
か
つ
て
は
水
稲
中
心
の
農
業
国
で
あ
っ
た
両
国
、
そ
し
て
現
在
、
工

業
国
と
し
て
躍
進
を
続
け
て
い
る
両
国
、
そ
の
水
法
の
基
盤
に
お
い
て
共

通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
さ
ら
に
こ
の
論
文
の
表
現
を
か
り
る
と
、
植
民

統
治
時
代
の
故
に
目
本
法
が
韓
国
に
適
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
行
政
法
規
の

よ
う
に
技
術
色
の
強
い
法
は
、
ド
イ
ッ
の
学
者
の
い
う
ご
と
く
、
憲
法
は

変
っ
て
も
、
行
政
法
は
変
ら
な
い
と
い
う
部
分
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
た

め
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
韓
国
法
は
，
日
本
法
と
似
た
体

質
を
持
つ
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
前
提
と
な
る
以
上
、
日
本
の
水
に
関
す
る
法
律
に

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
と
い
う
探
索
は
、
無
意
味
な
作
業
で
な
い
。

さ
ら
に
韓
国
に
お
い
て
統
一
水
法
典
の
立
法
を
目
ざ
す
場
合
に
は
、
む
し

ろ
必
要
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
．

　
し
か
し
茜
君
の
研
究
は
、
従
来
の
目
本
に
お
け
る
治
水
法
・
利
水
法
に

加
え
、
水
環
境
保
全
法
と
い
う
三
本
柱
の
構
成
を
と
り
、
最
新
の
問
題
に
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も
多
く
の
頁
数
を
割
り
当
て
て
い
る
．

　
本
論
文
の
、
水
文
学
的
循
環
過
程
を
前
提
と
し
、
最
終
的
に
は
現
在
の

新
し
い
問
題
に
挑
戦
す
る
等
の
学
究
的
態
度
は
、
賞
讃
に
値
す
る
．
ま
た

こ
の
よ
う
な
大
作
の
な
か
の
各
部
分
が
、
要
領
よ
く
か
つ
均
衡
を
保
っ
て

著
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
進
が
水
法
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
非

常
に
便
利
で
あ
る
．

　
茜
君
は
、
非
常
な
根
気
と
努
力
を
必
要
と
す
る
作
業
を
な
し
と
げ
た
。

目
本
法
に
対
す
る
理
解
認
識
も
．
極
め
て
僅
か
な
例
外
を
除
ぎ
正
当
で
あ

る
。
こ
の
論
文
は
日
韓
両
国
の
水
法
に
興
味
を
も
つ
人
た
ち
に
有
益
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
論
文
は
、
韓
国
公
法
学
の
発
達
の
た
め
寄
与
す
る
と
こ

ろ
が
大
で
あ
る
と
確
信
す
る
。

　
右
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
は
、
全
員
一
致
、
茜
鍾
徳
君
に
法
学
博

士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
適
当
と
判
断
し
た
。
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